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この解説には、以下のものが含まれています。 
 
◎船舶設備規程(昭和９年２月１日逓信省令第６号) 
◎船舶設備規程第 2条第 2項の区域を定める告示(平成 7年 7月 29日 運輸省告示第 445号) 
◎船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示(平成 10年 7月 1日 運輸省告示第 337号) 
◎船舶設備規程第 115条の 28の安全航行設備の基準を定める告示(平成 16年 12月 23日 国土交通省告示第 1548号) 
◎船舶の脱出設備の基準を定める告示(平成 14年 6月 25日 国土交通省告示第 510号) 
◎船舶の操舵の設備の基準を定める告示(平成 14年 6月 25日 国土交通省告示第 511号) 
◎航海用具の基準を定める告示(平成 14年 6月 25日 国土交通省告示第 512号) 
◎船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第 2条第 9項の機能等を定める告示(平成 18年 3月 31日 国土交通省告示第 460号) 
◎船舶設備規程第 311条の 22第 1項第 3号の無線電信等を定める告示(平成 4年 1月 28日運輸省告示第 52号) 
◎ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶の電気設備の基準を定める告示(平成 14年 6月 25日国土交通省告示第 513号) 
◎船舶設備規程第 288 条第 1 項の動力ビルジポンプを定める告示(平成 20 年 12 月 12 日国土交通省告示第 1459 号) 
◎船舶における船内の騒音防止の措置を定める告示（平成２６年６月２日国土交通省告示第６５４号） 
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第３１１条
の２３ 

第９編 雑則 
 

(石綿を含む材料の使用禁止） 
船舶には、石綿を含む材料を使用してはならない。 

 第９編 雑則 

 
第３１１条
の２４ 

(船舶に備える設備に関し必要な事項） 
この省令に規定するもののほか、船舶に備える設備について必要な事

項は、告示で定める。 

  

 


